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総
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
住
民
制
度
課
の
所
掌
事
務
）

（
住
民
制
度
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
七
条

住
民
制
度
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
七
条

住
民
制
度
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一

住
民
基
本
台
帳
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

二

番
号
利
用
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
の
指
定
及
び
通
知
並
び

に
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
関
す
る
こ
と
。

三

住
居
表
示
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

四

地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
電
子
署
名
等

に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
制
度
に
関
す
る

企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
部
局
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
部
局
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

五

地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
地
方
公
共
団

体
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
全
て
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
そ
の
使

用
す
る
電
子
計
算
機
を
相
互
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
情
報
の
電
磁

的
方
式
に
よ
る
流
通
及
び
情
報
処
理
を
行
う
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
部
局
の

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

六

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る

こ
と
。

（
地
域
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
地
域
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条

地
域
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
八
条

地
域
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

一

国
と
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
（
自
治
財
政
局
及
び
自
治
税
務
局
並
び
に
行
政
課
及
び
地
域
自
立

応
援
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

地
方
公
共
団
体
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
行
政
及
び
財

政
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

三

地
方
自
治
に
係
る
政
策
で
地
域
の
振
興
に
関
す
る
も
の
の
企
画
及
び
立
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案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
市
町
村
課
、
地
域
自
立
応
援
課
及
び
参

事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

地
方
自
治
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

地
方
自
治
に
係
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

六

地
方
自
治
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
、
公
文
書
類
に
関
す
る
意
見

並
び
に
調
査
及
び
統
計
の
作
成
に
つ
い
て
関
係
部
局
の
調
整
を
図
る
こ
と

（
行
政
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
削
る
）

七

地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関

係
部
局
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
住
民
制
度
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

七

（
略
）

八

地
方
自
治
に
関
す
る
情
報
を
処
理
す
る
た
め
必
要
な
総
務
省
の
情
報
シ

ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
統
計
企
画
管
理
官
等
）

（
統
計
企
画
管
理
官
等
）

第
百
十
九
条

本
省
に
、
統
計
企
画
管
理
官
一
人
、
統
計
審
査
官
三
人
、
統
計

第
百
十
九
条

本
省
に
、
統
計
企
画
管
理
官
一
人
、
統
計
審
査
官
三
人

調
整
官
一
人
、
国
際
統
計
管
理
官
一
人
及
び
恩
給
管
理
官

、
国
際
統
計
管
理
官
一
人
、
恩
給
企
画
管
理
官
一
人
及
び
恩
給

一
人
を
置
く
。

業
務
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２

統
計
企
画
管
理
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
（
第
十
四
条
第

２

統
計
企
画
管
理
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
（
第
十
四
条
第

二
号
イ
、
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

二
号
（
同
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る

を
除
く
。
）
を
助
け
る
。

。
）
を
助
け
る
。

３

統
計
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
（
第

３

統
計
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
（
第

十
四
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

十
四
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る

く
。
）
を
助
け
る
。

。
）
を
助
け
る
。

４

統
計
調
整
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

（
新
設
）

事
務
を
助
け
る
。

一

統
計
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

二

統
計
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

５

国
際
統
計
管
理
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
（
第
十
四
条
第

４

国
際
統
計
管
理
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
（
第
十
四
条
第

二
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
助
け
る
。

二
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
助
け
る
。

６

恩
給
管
理
官

は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
（
第
十
四
条
第

５

恩
給
企
画
管
理
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次
に
掲
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三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
助
け
る
。

げ
る
事
務

を
助
け
る
。

（
削
る
）

一

恩
給
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

恩
給
制
度
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

三

恩
給
の
支
給
及
び
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
経
費
の
予
算
及

び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

四

恩
給
の
支
給
に
要
す
る
資
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

五

恩
給
に
関
す
る
事
務
に
係
る
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

六

恩
給
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
に
関
す
る
こ
と
（
次
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
削
る
）

七

恩
給
に
関
す
る
審
査
請
求
及
び
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

八

恩
給
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

九

恩
給
審
査
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

６

恩
給
業
務
管
理
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
事
務
を
助
け
る
。

一

恩
給
証
書
の
作
成
及
び
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

二

恩
給
の
受
給
権
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

恩
給
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
（
前
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び

第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

恩
給
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管

理
に
関
す
る
こ
と
。

五

恩
給
の
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

六

恩
給
の
原
書
の
整
理
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

附

則

（
自
治
財
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
財
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

自
治
財
政
局
は
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間

、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
方
特
例
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

二

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

２

自
治
財
政
局
は
、
第
八
条
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

２

自
治
財
政
局
は
、
第
八
条
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
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令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨
時
交
付
金

地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

自
治
税
務
局
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間

、
地
方
法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び

特
別
法
人
事
業
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
特
別
法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特

別
税
」
と
、
「
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
特
別
法
人

事
業
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
及
び
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
」
と
す
る
。

２

自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
新
設
）

の
間
、
第
九
条
第
六
号
中
「
関
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
関
す
る
こ
と

（
自
治
財
政
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
大
臣
官
房
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
大
臣
官
房
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
八
条

第
二
十
条
の
参
事
官
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る

第
八
条

第
二
十
条
の
参
事
官
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
自
治
財
政
局
交
付
税
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
財
政
局
交
付
税
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

自
治
財
政
局
交
付
税
課
は
、
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の

ほ
か
、
当
分
の
間
、
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

２

自
治
財
政
局
交
付
税
課
は
、
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項

２

自
治
財
政
局
交
付
税
課
は
、
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項

に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
附
則
第

に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
附
則
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
八
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
は
、
第
八
十
七
条
各
号
に

第
十
八
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
は
、
第
八
十
七
条
各
号
に

掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末

掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末

日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

一

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
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（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
二
十
二
条
第

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
二
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規

一
項
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第

の
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
恩
給
管
理
官

の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
企
画
管
理
官
の
職
務
の
特
例
）

第
二
十
条

恩
給
管
理
官

は
、
第
百
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る

事
務

第
二
十
条

恩
給
企
画
管
理
官
は
、
第
百
十
九
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務

の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
附
則
第
七

の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次

条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

（
削
る
）

一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
長
期
給
付
の
決
定
に
関
す
る
審
理
に

関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

三

国
会
議
員
互
助
年
金
等
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
支
給

及
び
負
担
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

四

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
及
び
国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る

事
務
の
処
理
に
係
る
経
費
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

五

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
に
要
す
る
資
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と

。

（
削
る
）

六

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

七

国
会
議
員
互
助
年
金
等
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
に
関
す
る
こ
と
（
次
条

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
削
る
）

八

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
審
査
請
求
及
び
訴
訟
に
関
す
る
こ
と

。

（
削
る
）

九

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

（
恩
給
業
務
管
理
官
の
職
務
の
特
例
）

（
削
る
）

第
二
十
一
条

恩
給
業
務
管
理
官
は
、
第
百
十
九
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
事

務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次
に
掲



- 6 -

げ
る
事
務
を
助
け
る
。

一

国
会
議
員
の
互
助
年
金
証
書
の
作
成
及
び
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
会
議
員
の
互
助
年
金
の
受
給
権
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
（
前
条
第
四
号
、
第
五

号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ

ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
原
書
の
整
理
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

（
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
二
十
一
条

第
百
二
十
条
第
一
項
の
参
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
四
年
三

第
二
十
二
条

第
百
二
十
条
第
一
項
の
参
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
流
通
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
流
通
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


